
シ
リ
ー
ズ

新
上
五
島
町
は
、厳
し
い
財
政
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
、
現
在
、
役
場
の
努
力
は
も
と
よ
り
、

町
民
の
皆
様
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
ご
負
担
を
お
願
い
し
て

お
り
ま
す
。

一
方
で
、
町
民
の
皆
様
か
ら
は
、『
本
町
が
夕
張
市
の
よ

う
に
倒
産
す
る
の
で
は
な
い
か
』『
役
場
の
改
革
・
財
政
再

建
が
ど
う
進
ん
で
い
る
の
か
が
見
え
な
い
』
と
い
っ
た
不
安

や
不
満
の
声
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
不
安
や
不
満
を
少
し
で
も
解
消
す
る

た
め
、「
ス
リ
ム
タ
ウ
ン
通
信
」
と
銘
打
ち
、
本
町
が
進
め

て
い
る
行
財
政
改
革
の
現
状
を
、
節
目
節
目
に
報
告
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

皮
切
り
の
今
回
は
、
昨
年
十
一
月
に
公
表
し
た
「
財
政
健

全
化
計
画
（
平
成
十
九
年
度
改
訂
版
）」
の
内
容
に
沿
っ
た
、

シ
リ
ー
ズ
『
財
政
危
機
は
克
服
で
き
る
の
か
』
を
連
載
い
た

し
ま
す
。

本
町
は
破
綻
し
な
い
の
で
、
ま
ず
は
ご
安
心
下
さ
い
。

不
正
な
会
計
操
作
で
三
五
三
億
円
も
の
累
積
赤
字
（
基
金

の
取
崩
し
で
解
消
で
き
な
い
赤
字
）
を
発
生
さ
せ
た
夕
張
市

と
、
赤
字
ゼ
ロ
の
本
町
で
は
全
く
状
況
が
異
な
り
ま
す
。

本
町
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
に
「
財
政
健
全
化
計
画
」

を
策
定
し
て
、
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
四
年
間
で
財
政
の

健
全
化
を
果
た
す
こ
と
を
目
標
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み

を
進
め
て
い
ま
す
。

計
画
を
策
定
し
た
当
時
の
予
測
（
収
支
見
通
し
）
で
は
、

役
場
の
改
革
や
町
民
の
負
担
増
に
一
切
取
り
組
ま
な
い
場

合
、
平
成
十
九
年
度
に
赤
字
再
建
団
体
転
落
ラ
イ
ン
（
本
町

は
二
十
二
億
円
）
を
超
え
る
累
積
赤
字
が
発
生
し
て
、
夕
張

市
と
同
様
、
再
建
団
体
へ
転
落
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力

や
役
場
の
内
部
努
力
の
結
果
、
平
成
十
九
年
度
決
算
（
見
込

み
）
の
数
値
を
み
て
も
、
当
初
予
想
さ
れ
た
赤
字
が
現
実
に

は
発
生
せ
ず
、
赤
字
再
建
団
体
へ
の
転
落
は
避
け
ら
れ
そ
う

で
す
。

健
全
な
財
政
と
は
、
家
計
に
た
と
え
る
と
、
収
入
に
見
合

っ
た
無
理
の
な
い
範
囲
で
生
活
す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。

今
回
の
財
政
危
機
は
、国
の
政
策
転
換
（
三
位
一
体
改
革
）

で
将
来
増
え
る
と
思
っ
て
い
た
収

入
が
逆
に
減
り
、
積
年
の
景
気
対

策
に
よ
る
多
額
の
借
金
（
町
債
）

返
済
で
支
出
が
増
え
た
こ
と
に
よ

る
わ
け
で
す
か
ら
、
平
成
二
十
一

年
度
ま
で
の
四
年
間
で
、
可
能
な

限
り
収
入
を
確
保
し
支
出
を
切
り

つ
め
な
が
ら
、
赤
字
を
出
さ
ず
に

借
金
を
減
ら
し
て
い
こ
う
と
す
る

計
画
で
す
。

そ
し
て
今
、
計
画
は
折
り
返
し
点
を
迎
え
て
お
り
、
昨
年

十
一
月
に
、
今
後
の
収
支
見
通
し
を
時
点
修
正
し
た
上
で
、

こ
れ
ま
で
の
取
組
み
の
成
果
を
一
つ
ひ
と
つ
検
証
し
、
計
画

の
見
直
し
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
す
（
平
成
十
九
年
度
改
訂

版
）。こ

の
計
画
が
機
能
せ
ず
、一
定
の
赤
字
が
累
積
し
た
場
合
、

夕
張
市
と
同
じ
よ
う
に
、
国
に
赤
字
再
建
団
体
の
申
請
を
行

い
、
国
の
管
理
下
で
厳
し
い
再
建
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
夕
張
市
で
は
、
税
金
が
ア
ッ
プ
す
る
ほ
か
、

七
校
あ
る
小
学
校
、
四
校
あ
る
中
学
校
を
各
一
校
に
統
合
し

た
り
、
市
独
自
の
子
育
て
支
援
や
敬
老
祝
金
が
廃
止
さ
れ
る

な
ど
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
よ
り
も
赤
字
の
解
消
が
第
一
の
目
標

と
さ
れ
、
公
共
工
事
に
つ
い
て
も
災
害
復
旧
な
ど
の
緊
急
性

を
要
す
る
事
業
に
限
定
さ
れ
ま
す
。

主
に
公
共
工
事
の
た
め
に
発
行
し
て
き
た
町
債
の
残
高

は
、
合
併
時
点
の
平
成
十
五
年
度
末
で
、
四
七
五
億
円
（
普

通
会
計
で
四
一
八
億
円
）
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
十
八
年
度

末
で
四
一
五
億
円
（
同
三
五
九
億
円
）
ま
で
減
少
し
て
い
ま

す
。財

政
規
模
が
本
町
の
半
分
に
も
満
た
な
い
夕
張
市
は
、
前

述
し
た
累
積
赤
字
の
三
五
三
億
円
の
ほ
か
、
別
に
市
債
が

一
五
〇
億
円
ぐ
ら
い
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

財
政
の
建
て
直
し
は
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の
か
？

財
政
健
全
化
計
画
っ
て
ど
ん
な
計
画
な
の
か
？

も
し
、
財
政
健
全
化
計
画
ど
お
り
に
進
ま
な
か
っ

た
ら
ど
う
な
る
の
か
？

町
債
（
家
計
で
い
え
ば
住
宅
ロ
ー
ン
）
は
、
ど
の

く
ら
い
残
っ
て
い
る
の
か
？

昨
年
三
月
、
夕
張
市
が
財
政
破
綻
（
倒
産
）
し
た

が
、
新
上
五
島
町
は
大
丈
夫
な
の
か
？



貯
金
に
あ
た
る
基
金
の
う
ち
、
そ
の
年
度
の
財
源
が
不
足

し
た
時
に
使
う
「
財
政
調
整
基
金
」
と
、公
債
費
（
ロ
ー
ン
）

を
支
払
う
時
に
使
う
「
減
債
基
金
」
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

両
基
金
の
残
高
は
、
平
成
十
六
年
度
末
で
合
わ
せ
て
六
億

円
台
ま
で
落
ち
込
み
ま
し
た
が
、
平
成
十
八
年
度
末
に
は

一
三
億
円
台
ま
で
復
元
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
本
町
と
人
口
や
産
業
構
造
が
類
似
し
て
い
る
他
町

と
比
べ
ま
す
と
、
い
ず
れ
も
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま

す
。財

政
健
全
化
計
画
は
、
行
財
政
改
革
の
一
端
と
し
て
策
定

し
て
い
ま
す
。

人
件
費
の
抑
制
、
事
務
経
費
の
削
減
な
ど
役
場
内
部
の
努

力
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、町
民
の
皆
さ
ん
（
特
に
受
益
者
）

に
つ
い
て
も
、施
設
使
用
料
や
各
種
手
数
料
の
改
定
の
ほ
か
、

こ
れ
ま
で
無
料
で
行
っ
て
い
た
サ
ー
ビ
ス
（
し
尿
処
理
）
の

有
料
化
を
進
め
る
な
ど
、
一
定
の
費
用
負
担
を
お
願
い
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

具
体
的
に
は
、
平
成
十
九
年
四
月
か
ら
、
長
い
間
据
え
置

か
れ
た
使
用
料
や
手
数
料
、
財
産
貸
付
料
等
を
、
そ
れ
ぞ
れ

の
サ
ー
ビ
ス
毎
の
原
価
計
算
に
基
づ
き
適
正
な
料
金
に
見
直

す
と
と
も
に
、
旧
町
間
で
の
料
金
格
差
の
是
正
も
併
せ
て
行

っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
町
独
自
で
行
っ
て
き
た
補
助
や
扶
助
な
ど
の
施
策

も
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
統
一
基
準
を
設
け
て
見
直
し
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
た
財
源
対
策
の
う
ち
、

「
町
民
」
と
「
役
場
内
部
」
そ
れ
ぞ
れ
の
取
組
み
に
つ
い
て
、

そ
の
負
担
割
合
を
、
計
画
の
策
定
時
（
平
成
十
七
年
）
と
見

直
し
後
（
平
成
十
九
年
）
で
比
較
す
る
と
、「
役
場
内
部
」

で
進
め
て
い
る
人
件
費
の
抑
制
・
事
務
経
費
の
削
減
と
い
っ

た
収
支
改
善
策
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
十
七
年
度
に
、
一
般
職
の
給
料
・
ボ
ー
ナ
ス
の
一
〇

％
カ
ッ
ト
と
管
理
職
手
当
の
平
均
五
〇
％
カ
ッ
ト
、
町
長
・

副
町
長
の
給
料
・
ボ
ー
ナ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
％
カ
ッ
ト
を

先
行
実
施
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
計
画
期
限
の
平
成
二
十
一

年
度
ま
で
続
け
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
結
果
、本
町
の
一
般
職
（
非
現
業
）
の
給
料
水
準
は
、

国
家
公
務
員
を
一
〇
〇
と
し
た
場
合
の
指
数
で
、
県
内
最
低

の
八
六
・
〇
（
県
内
平
均
九
五
・
六
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

合
併
時
に
旧
五
町
、上
五
島
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合（
消

防
、
ご
み
・
し
尿
処
理
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
の
全
職
員
を

新
町
が
引
き
受
け
た
た
め
、
平
成
十
七
年
四
月
の
全
職
員
数

は
五
九
一
人
（
教
育
長
除
く
）
と
、
同
規
模
の
自
治
体
と
比

べ
て
過
員
状
態
と
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
公
務
部
門
に
お
け
る
急
激
な
職
員
数
の

減
少
は
、多
く
の
公
共
施
設
の
廃
止
や
窓
口
の
閉
鎖
を
伴
い
、

町
民
サ
ー
ビ
ス
の
著
し
い
低
下
を
招
く
こ
と
か
ら
、
計
画
的

な
取
扱
い
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

す
で
に
本
町
は
、
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
に
約
二
〇
〇
人

の
純
減
を
目
標
と
し
た
計
画
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
昨
年
度

ま
で
の
実
績
で
も
三
二
人
の
減
と
、
計
画
を
大
き
く
上
回
る

ペ
ー
ス
で
削
減
が
進
ん
で
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
を
加
速
さ
せ
る
た
め
、
平
成
十
九
年
度
と

平
成
二
十
年
度
に
限
っ
て
勧
奨
退
職
制
度
を
拡
充
し
、
早
期

の
目
標
達
成
と
町
民
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
と
の
両
立
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

〈
二
月
号
へ
続
く
〉

※
「
新
上
五
島
町
財
政
健
全
化
計
画
」、「
新
上
五
島
町
財
政

健
全
化
計
画
（
平
成
十
九
年
度
改
訂
版
）」
は
、
本
庁
財

政
課
、
各
支
所
総
合
窓
口
課
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

※
本
号
の
内
容
に
関
し
て
は
、
本
庁
財
政
課
（
☎
五
三-

一
一
六
七
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

基
金
（
貯
金
）
は
い
く
ら
あ
る
の
か
？

水
道
料
金
の
値
上
げ
、
使
用
料
・
手
数
料
の
見
直

し
が
相
次
い
で
い
る
が
、「
行
革
！
行
革
！
」
と

町
民
に
痛
み
ば
か
り
押
し
つ
け
て
い
な
い
か
？

職
員
の
給
料
は
高
い
と
思
う
が
？

職
員
が
多
す
ぎ
る
よ
。も
っ
と
減
ら
せ
な
い
の
か
？


